
国 土 動 第 �  146 号

平 成 �  30年 3月� 27日

奈良県県土マネジメント部長殿

「都市緑地法等の一部を改正する法律Jの施行に伴う宅地建物取引業法施行令

及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

平成� 29年� 5月� 12日に、都市緑地法等の一部を改正する法律(平成� 29年法律第� 26

号。以ア「改正法j としづ。)が公布され、その一部規定については、平成� 30年4月� 

1日から施行される。これに伴い、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う

関係政令の整備等に関する政令〈平成� 29年政令第� 156号。以下「整備政令jという。)

において、宅地建物取引業法施行令{昭和� 39年政令第� 383号)について下記� 1，.のと

おり改正が行われ、同令についても平成� 30年� 4月� 1日から施行されることとなる。

今般、これを踏まえ、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成� 13年国総動

発第 3号。以下「ガイドラインJという。)について下記� 2.のとおり改正を行い、平

成� 30年4月� 1日から施行する。

施行にあたり、遺漏のないよう取り計らわれたい。

記� 

1.，'宅地建物取引業法施行令の改正点� '(別紙 1参照)

主改正法による改正後の都市計画法(昭和� 43年法律第� 100号。以下「改正都市計

画法」という。)において、新たな用途地域の類型として、田園住居地域が創設さ

れた。改正都市計画法第� 52条第� 1項により、田園住居地域内の農地の区域内にお

いては、土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設又は土石その他の政

令で定める物件の堆積を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければならな

いとされたところである。

また、改正法による改正後の建築基準法(昭和-25年法律第� 201号。以下「改正

建築基準法Jとしづ。)第� 48条第8項において、田園住居地域内においては、原則

として改正建築基準法別表第二(ち)項に掲げる建築物以外の建築物は建築しでは
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ならないとされたところである。

宅地建物取引業法(昭和� 27年法律第� 176号)第� 33条及び第� 36条においては、

宅地建物取引業者が宅地の造成又は建築物の建築に関する工事の完了前に当該工

事に係る宅地又は建物について広告し、または、自ら売主となる売買契約の締結等

を行う場合は、政令で定める許認可等があった後にこれを行うこととしているとこ� 

において5条の2る� :具体的な許認可等の内容について宅地建物取引業法施行令第、日三f

し:ぷ定めている。� 

‘;バ改正都市計画法において田園住居地域における土地の形質の変更、建築物の建築

ふどにぷ;j:J集に係る許可制度が、改正建築基準法において田園住居地域の用途制限に係る許可

制度がそれぞれ新設されたことを踏まえ、今般、それぞれの規定に係る許可手続を

宅地建物取引業法施行令第2条の� 5に定める許認可等に追加する改正を行った。

また、宅地建物取引業法第� 35条第� 1項においては、宅地又は建物の使用等につ

いて法令上の制限がある場合に、購入者等が不測の損害を被ることを防止するた

め、宅地建物取引業者に宅地建物取引業法施行令第� 3条第� 1項で定める法令に基づ

く制限を重要事項として説明するよう義務付けている。

改正都市計画法第� 52条第� 1項及び改正建築基準法第� 48条第� 8項に規定する法令

上の制限を知らなかった場合には、宅地又は建物の購入者等が不測の損害を被るお

それがあることから、今般、これらの規定を新たに説明すべき重要事項として位置

づける改正を行った。� 

2. r宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方Jの改正点(別紙2 ・別紙3参照)

改正都市計画法及び改正建築基準法において新たな用途地域の類型として田園

住居地域が追加されることを踏まえ、ガイドライン別添� 3 r重要事項説明の様式例」

のうち、記載要領の②の「用途地域名Jの欄に記載する地域として田園住居地域を

追加する等の所要の改正を行う。

く参照>

「都市緑地法等の一部を改正する法律が平成� 29年� 6月� 15日に施行されましたJ (国土交通省 HP) 
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